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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
建物上部に電動式昇降機構によって昇降するキャビネットを設け、このキャビネットの下
方部位に前記電動式昇降機構を操作するための昇降操作部を配置した電動昇降吊戸棚にお
いて、
前記キャビネットの下方にこのキャビネットと一体動作し左右方向に沿うバーを設け、
このバーは、前記キャビネットに脚部を介して接続され、この脚部に前記昇降操作部が設
けられていることを特徴とする電動昇降吊戸棚。
【請求項２】
建物上部に電動式昇降機構によって昇降するキャビネットを設け、このキャビネットの下
方部位に前記電動式昇降機構を操作するための昇降操作部を配置した電動昇降吊戸棚にお
いて、
前記キャビネットの下方にこのキャビネットと一体動作し左右方向に沿うバーを設け、
このバーは、前記キャビネットに複数の脚部を介して接続され、これら脚部のいずれかに
前記昇降操作部が設けられていることを特徴とする電動昇降吊戸棚。
【請求項３】
前記バーの左右方向のいずれかの部位に配置されている昇降レバーを備えることを特徴と
する請求項１または２記載の電動昇降吊戸棚。
【請求項４】
前記昇降操作部は前記バーの端部よりも内側にあることを特徴とする請求項１から３のい
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ずれか１項に記載の電動昇降吊戸棚。
【請求項５】
前記バーは、前記キャビネットの左右方向の幅寸法の７０％以上に亘る長さを有している
ことを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の電動昇降吊戸棚。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、食器乾燥器等として適用される電動昇降吊戸棚に係り、特に電動スイッチ類
の操作性向上、誤動作防止等を図った電動昇降吊戸棚に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えばシステムキッチンに食器乾燥器等として適用される電動昇降吊戸棚においては、
乾燥用の熱源や温風供給用駆動部等の電源操作用スイッチ類、昇降するキャビネットの移
動、停止、方向選択等の動作制御用操作部を必要とする。
【０００３】
　この場合、キャビネットは調理台やシンクの上方に配置され、キャビネットの下方には
種々の道具や機材、食材が置かれたり、水等が使用される環境であるため、キャビネット
またはキャビネットに付属したハンドル等にスイッチ類や操作部が設けられることが多い
（例えば特許文献１参照）。
【０００４】
　しかし、キャビネット自体が移動機器であるため、これと一体的に移動するスイッチ類
は一般に操作し難く、それ自体が誤動作の要因となることに加え、利用者は能率上、片手
操作を行うことが普通であり、スイッチ類の場所、配列等によっても誤操作の要因が含ま
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－９９６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記特許文献１に記載された公知技術では、比較的短いハンドルの表面にスイッチ類を
配し、使用者が片手で操作する場合には、ハンドルを握った手の指をハンドルと平行な方
向に向けて操作するようになっている。
【０００７】
　この場合、ハンドルを握った状態でハンドルと平行な方向にスイッチ操作できるのは親
指ぐらいであり、多種のスイッチ操作は困難であり、操作性に欠けるとともに、誤操作を
生じ易い。
【０００８】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、昇降操作部上の操作を容易かつ確実
に行うことができる電動昇降吊戸棚を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
上記の目的を達成するため、請求項１に係る発明では、建物上部に電動式昇降機構によっ
て昇降するキャビネットを設け、このキャビネットの下方部位に前記電動式昇降機構を操
作するための昇降操作部を配置した電動昇降吊戸棚において、前記キャビネットの下方に
このキャビネットと一体動作し左右方向に沿うバーを設け、このバーは、前記キャビネッ
トに脚部を介して接続され、この脚部に前記昇降操作部が設けられていることを特徴とす
る電動昇降吊戸棚を提供する。
　請求項２に係る発明では、建物上部に電動式昇降機構によって昇降するキャビネットを
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設け、このキャビネットの下方部位に前記電動式昇降機構を操作するための昇降操作部を
配置した電動昇降吊戸棚において、前記キャビネットの下方にこのキャビネットと一体動
作し左右方向に沿うバーを設け、このバーは、前記キャビネットに複数の脚部を介して接
続され、これら脚部のいずれかに前記昇降操作部が設けられていることを特徴とする電動
昇降吊戸棚を提供する。
【００１０】
請求項５に係る発明では、前記バーは、前記キャビネットの左右方向の幅寸法の７０％以
上に亘る長さを有していることを特徴とする電動昇降吊戸棚を提供する。
【００１１】
請求項３に係る発明では、前記バーの左右方向のいずれかの部位に配置されている昇降レ
バーを備えることを特徴とする電動昇降吊戸棚を提供する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る電動昇降吊戸棚によれば、昇降操作部上の操作を容易かつ確実に行うこと
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明に係る電動昇降吊戸棚の一実施形態を示す概略斜視図。
【図２】図１における操作部を示す拡大図。
【図３】図２におけるスイッチ操作用のパネルを示す拡大図。
【図４】本発明の一実施形態におけるキャビネットの駆動機構等を示す斜視図。
【図５】本発明に係る電動昇降吊戸棚の一実施形態を示す概略平面図。
【図６】本発明に係る電動昇降吊戸棚の一実施形態を示す概略側面図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明に係る電動昇降吊戸棚の一実施形態について図面を参照して説明する。なお、本
実施形態は、一例として、システムキッチンにおける天井設置式の昇降式食器乾燥機とし
て適用する場合について説明する。ただし、その他の電動昇降吊戸棚、例えば乾燥庫、水
切り棚等、種々の吊戸棚に適用することができる。
【００１５】
　まず、図４により、昇降式食器乾燥機の全体構成について説明する。本実施形態の昇降
式食器乾燥機は、基本的に、天井またはその付近に設置される外箱１と、この外箱１に昇
降可能に設けられたキャビネットとしての内箱２とを有し、外箱１の前面には扉３が設け
られている。
【００１６】
　外箱１は、天板１ａ、前垂板１ｂ、両側板１ｃ、背板１ｄ等により構成され、下端全面
および前面の前垂板１ｂ以外の部分が開口している。この外箱１の両側板１ｃの内面に、
内箱２を昇降ガイドするための縦長なガイドレール４がそれぞれ設けられ、天板１ａの内
面（下面）には部品支持用のフレーム５が設けられている。この外箱１の前垂板１ｂに、
扉３がその上端縁部の例えば３個所に設けたヒンジ６を介して連結され、これにより扉３
は上端縁部を支点として下端側を前後方向に回動し得る構成となっている。
【００１７】
　内箱２は食器乾燥機本体を構成するもので、上板２ａ、下板２ｂ、両側板２ｃおよび背
板２ｄにより前面が開口する形状とされ、内部に上下２段の食器籠７を有している。この
内箱２の両側板２ｃの外面間の寸法が、外箱１の両側板１ｃの内面間の寸法よりも僅かに
小さく設定され、これら各側板１ｃ，２ｃ間にそれぞれ縦長な幅狭い側方空間８が形成さ
れている。なお、内箱２の高さは外箱１より十分小さく、内箱２上方に機器スペースが形
成されるようになっている。
【００１８】
　内箱２は外箱１に昇降機構９により昇降可能に支持されている。この昇降機構９は例え
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ばベルト式昇降機構であり、外箱１のフレーム５に取付けたモータ１０と、このモータ１
０にギア等の動力伝達機構１１を介して連結された巻取りドラム１２と、このドラムに巻
装されるベルト１３と、ベルト１３を下方に案内するベルトローラ１４と、内箱２の天板
２ａにブラケット１５を介して支持された内箱吊上げ用の吊上げローラ１６と、ベルト１
３の端部をフレーム５部位で止着する止着具１７とを有する。
【００１９】
　この昇降機構９のベルト１３は例えば２本構成であり、その各ベルト１３により内箱２
の左右２箇所が吊上げられる方式となっている。各ベルト１３は、一つの巻取りドラム１
２に同時に巻上げられ、それにより内箱２が常時一定姿勢で昇降することができる。内箱
２の両側板２ｃの外面部にはそれぞれスライダ４ａが設けられ、このスライダ４ａが外箱
１のガイドレール４に案内されることにより、確実に内箱２の昇降時の姿勢が安定する。
【００２０】
　内箱２の天板２ａ上には送風機１８、ヒータ１９およびダクト２０が設けられ、送風口
２１を介して内箱２に温風が供給されるようになっている。なお、内箱２の内底部には傾
斜したドレン受け用の集水部２２が設けられ、この集水部で集められるドレンは排水口２
３を介して、底板２ｂの前方側に着脱可能に設けた水受皿５０に貯留されるようになって
いる。すなわち、内箱２の下端位置に設けられた集水部２２と、この集水部２２の下方に
配置され、内箱２の前方への抜き差しにより着脱可能とされた水受皿５０とにより水受部
が形成され、水受皿５０は、内箱２の前面に設けられた扉３の閉塞時に当該扉３の下端部
によって塞がれる配置とされている。また、この水受皿５０は、内箱２の左右いずれか一
方の端部側、例えば図面に向って左側（以下、この位置を「左側」といい、図面に向って
右側を「右側」という。）に配置されている。
【００２１】
　操作部のスイッチを介しての下降指令の出力により巻取りドラム１２が回転して内箱２
が下降し、また上昇指令の出力により、内箱２が上昇する。
【００２２】
　本実施形態では、内箱２と扉３とが、外箱１と内箱２との各側板１ｃ，２ｃ間に形成さ
れる側方空間８に配設したリンク機構３３によって連結されている。各リンク機構３３は
、各２本ずつのアーム３４，３５により構成され、内箱２の昇降に伴って扉３を開閉させ
るようになっている。また、扉３の上端側支点近傍位置と外箱１とは、引張りコイルばね
３６によって接続され、これにより扉３には常閉方向の付勢力が常時付与されている。
【００２３】
　次に、図１～図３、図５、図６等により、キャビネットとしての内箱２の下方部位に電
動式昇降機構を操作するための昇降操作部を配置した電動昇降吊戸棚について、電動スイ
ッチ類の操作性向上、誤動作防止、安全性確保等のための構成について説明する。
【００２４】
　図１、図５および図６は、昇降式食器乾燥機の外観を全体的に示している。これらの図
に示すように、キャビネットとしての内箱２の下方部位に、この内箱２と一体動作し左右
方向に沿う水平なバー５１が設けられている。このバー５１は、少なくとも内箱２の左右
方向の幅寸法の７０％以上に亘る長さ、例えば図示の例では９０％以上の長さを有し、内
箱２の下端部の左右方向各端部近傍に前傾下向きに突出した１対の脚部５２，５３の下端
部に接続されている。すなわち、バー５１は、各脚部５２，５３よりも下方に配置されて
いる。換言すれば、水平なバー５１の上面の後部側から、後傾形状の斜面を有する脚部５
２，５３が左右に分かれて立上り、それらの上端が内箱２の下端部前縁に連結されている
。なお、バー５１は図６に示すように、内箱２の前面よりも前方に出っ張らない配置とさ
れており、内箱２が下降する際には、内箱２の前縁の下方において、常にバー５１が先行
して同一縦鉛直断面上で下降することになる。
【００２５】
　このバー５１は、径方向断面を円形、長円、楕円、または多角形の把持容易な形状とさ
れている。
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【００２６】
　内箱２を昇降駆動する上記モータ１０等の電動式昇降機構を操作するための昇降操作部
は、少なくとも操作パネル５５と、電源スイッチとを有するものとされ、これらは水受皿
５０が配置されている左側と逆の端部側、すなわち内箱２の右側の脚部５３の傾斜した上
面に設けられている。なお、本実施形態では、電源スイッチは操作パネル５５の一部とし
て組込まれている。すなわち、昇降操作部はバー５１の左右方向のいずれかの部位（本実
施形態では、水受皿５０の逆である右側）に配置され、かつバー５１の上方位置に配置さ
れている。なお、昇降操作部は脚部５２，５３のいずれか一方に設けられていればよく、
仮に水受皿５０が右側にある場合には昇降操作部は左側配置となる。なお、このことは、
内箱２の下部に、食器籠７に収納される食器類からの水を受ける水受部が設けられ、操作
パネル５５は、水受部に対して内箱２の左右方向における逆側に配置されていることを意
味する。
【００２７】
　次に、図２および図３により、操作パネル５５上のスイッチ類およびバー５１に設けた
昇降レバー５４等について説明する。
【００２８】
　これらの図に示すように、操作パネル５５上には、電源操作用の電源スイッチ５６、内
箱２の上昇動作を次の１回の操作により全ストロークの上昇を自動的に行うためのオート
スイッチ５７、食器乾燥用ヒータを起動する乾燥スイッチ５８、図示省略の内箱下端に配
置した照明ランプをオン・オフするための照明スイッチ、ならびにランプ類として電源オ
ン・オフを知らせる電源ランプ６０、オートスイッチオンを知らせるオートスイッチラン
プ６１、設定する乾燥時間を表示する乾燥時間表示ランプ６３、乾燥時間を自動制御とす
る自動制御表示ランプ６２等が配置されている。
【００２９】
　昇降レバー５４は、バー５１に組込まれ、操作パネル５５と左右方向略同一位置に配置
されている。この昇降レバー５４は回動式のものであり、図３に示すように、手動操作に
よりバー５１の周方向に回動され、上向きに回動されると内箱２の上昇、下向に回動され
ると内箱２の下降を指令する。オートスイッチ５７がオンの状態で昇降レバー５４を上向
きに一旦操作すると、後は放置状態としてもオート操作として内箱２が最大上昇位置（上
述した扉全閉位置）まで連続的に上昇する。なお、オート上昇中、緊急停止機能が付与さ
れている。この緊急停止機能は、オート操作中、いずれかのスイッチ，レバーを方向を問
わず操作した場合に上昇動作が緊急停止するものである。
【００３０】
　オート操作でない場合には、昇降レバー５４を上向きまたは下向押している間だけ上昇
または下降する。すなわち、内箱２の上昇のみオート操作が利き、下降についてはオート
操作が利かない設定である。
【００３１】
　以上の構成によると、バー５１は内箱２に脚部５２、５３を介して接続され、この脚部
５２、５３のいずれか一方に昇降操作部が設けられているので、昇降操作部上の操作を容
易かつ確実に行うことができる。
【００３２】
　また、昇降操作部は、バー５１の左右方向のいずれかの部位に配置されているので、操
作すべき位置が明確であり、かつ脚部５２，５３等を利用して、効率よい構成として実施
することができる。
【００３３】
　また、バー５１は、内箱２の左右方向の幅寸法の７０％以上に亘る長さを有し、同一鉛
直断面上で常に先行して下降するので、内箱２のいわばバンパーとして有効に機能する。
すなわち、例えば大型重量物である内箱２が下降時に接触する前に、バー５１が予備接触
するので、損傷等が最小限度に抑制される。
【００３４】
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　また、内箱２の内部に食器籠７が設けられるとともに、内箱２の下部に食器籠７に収納
される食器類からの水を受ける水受部が設けられ、操作パネル５５は、水受部に対し、内
箱２の左右方向における逆側に配置されているので、スイッチ類と水との接触防止も有効
に図れ安全性向上に寄与するものとなる。
【００３５】
　また、バー５１は、径方向断面を円形、長円、楕円、または多角形の把持容易な形状と
されているので、操作が容易である。
【００３６】
　さらに、水受部は、内箱２の下端位置に設けられた集水部と、この集水部の下方に配置
され、内箱２の前方への抜き差しにより着脱可能とされた水受皿５０とを備え、水受皿５
０は、キャビネットの前面に設けられた扉３の閉塞時に当該扉３の下端部によって塞がれ
る配置とされているので、内箱上昇時には、水受皿５０が確実に扉３によって内箱２の内
方に押動され、水漏れ等が確実に防止される。
【符号の説明】
【００３７】
１　外箱
２　内箱
３　扉
４　ガイドレール
４ａ　スライダ
５　フレーム
６　ヒンジ
７　食器籠
８　側方空間
９　昇降機構
１０　モータ
１１　動力伝達機構
１２　巻取りドラム
１３　ベルト
１４　ベルトローラ
１５　ブラケット
１６　吊上げローラ
１７　止着具
１８　送風機
１９　ヒータ
２０　ダクト
２１　送風口
２２　集水部
２３　排水口
２４　ドレン貯め
２５　ランプ、入力スイッチ等
２６　パネル
２７　操作レバー
２８　支点ピン
２９　アクチュエータ
３０，３１　リミットスイッチ
３２　制御装置
３３　リンク機構
５０　水受皿
５１　バー
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５２，５３　脚部
５５　操作パネル
５６　昇降レバー電源スイッチ
５７　オートスイッチ
５８　乾燥スイッチ
６０　電源ランプ
６１　オートスイッチランプ
６２　自動制御表示ランプ
６３　乾燥時間表示ランプ

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】
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